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議案第４３号 

 

倉吉市国民健康保険条例の一部改正について 

 

次のとおり倉吉市国民健康保険条例の一部を改正することについて、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第９６条第１項の規定により、本市議会の議決を求める。 

 

平成２９年３月１３日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 
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倉吉市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

第１条 倉吉市国民健康保険条例（昭和63年倉吉市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）に対応する同表

の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を

当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削り、改

正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には、当該改正後部分を加える。 
 

 改正後 改正前 

  

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の

算定） 

（一般被保険者に係る基礎賦課額の所得割額の

算定） 

第10条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦

課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法

（昭和25年法律第226号）第314条の２第１項に規

定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の

所得と区分して計算される所得の金額（同法附則

第33条の２第５項に規定する上場株式等に係る

配当所得の金額（同法附則第35条の２の６第11項

又は第15項の規定の適用がある場合には、その適

用後の金額）、同法附則第33条の３第５項に規定

する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第

34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租税

特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の４第

１項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の２

第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、第35

条の２第１項又は第36条の規定の適用がある場

合には、これらの規定の適用により同法第31条第

１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除す

る金額を控除した金額）、地方税法附則第35条第

５項に規定する短期譲渡所得の金額（租税特別措

置法第33条の４第１項若しくは第２項、第34条第

１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第

35条第１項又は第36条の規定の適用がある場合

には、これらの規定の適用により同法第32条第１

項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する

金額を控除した金額）、地方税法附則第35条の２

第５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等

の金額（同法附則第35条の３第15項の規定の適用

がある場合には、その適用後の金額）、同法附則

第35条の２の２第５項に規定する上場株式等に

係る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の２の６

第15項又は第35条の３第13項若しくは第15項の

規定の適用がある場合には、その適用後の金額）、

同法附則第35条の４第４項に規定する先物取引

に係る雑所得等の金額（同法附則第35条の４の２

第７項の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額）、外国居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関する法律（昭和37

年法律第144号）第８条第２項（同法第12条第５

項及び第16条第２項において準用する場合を含

第10条 前条の所得割額は、一般被保険者に係る賦

課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法

（昭和25年法律第226号）第314条の２第１項に規

定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の

所得と区分して計算される所得の金額（同法附則

第33条の２第５項に規定する上場株式等に係る

配当所得の金額、同法附則第33条の３第５項に規

定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則

第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額（租

税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の４

第１項若しくは第２項、第34条第１項、第34条の

２第１項、第34条の３第１項、第35条第１項、第

35条の２第１項又は第36条の規定に該当する場

合には、これらの規定の適用により同法第31条第

１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除す

る金額を控除した金額）、地方税法附則第35条第

５項に規定する短期譲渡所得の金額（租税特別措

置法第33条の４第１項若しくは第２項、第34条第

１項、第34条の２第１項、第34条の３第１項、第

35条第１項又は第36条の規定に該当する場合に

は、これらの規定の適用により同法第32条第１項

に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金

額を控除した金額）、地方税法附則第35条の２第

６項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額

（同法附則第35条の２の６第11項若しくは第15

項又は第35条の３第11項の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額）、同法附則第35条の

４第４項に規定する先物取引に係る雑所得等の

金額（同法附則第35条の４の２第７項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額）、租税条

約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税

法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。

第21条において「租税条約等実施特例法」とい

う。）第３条の２の２第10項に規定する条約適用

利子等の額及び同条第12項に規定する条約適用

配当等の額をいう。以下この条において同じ。）

の合計額から地方税法第314条の２第２項の規定

による控除をした後の総所得金額及び山林所得

金額並びに他の所得と区分して計算される所得
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む。第21条第１項第１号において同じ。）に規定

する特例適用利子等の額、同法第８条第４項（同

法第12条第６項及び第16条第３項において準用

する場合を含む。同号において同じ。）に規定す

る特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う

所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律（昭和44年法律第46号。第21条において「租

税条約等実施特例法」という。）第３条の２の２

第10項に規定する条約適用利子等の額及び同条

第12項に規定する条約適用配当等の額をいう。以

下この条において同じ。）の合計額から地方税法

第314条の２第２項の規定による控除をした後の

総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と

区分して計算される所得の金額の合計額（以下

「基礎控除後の総所得金額等」という。）に第12

条の所得割の保険料率を乗じて算定する。 

の金額の合計額（以下「基礎控除後の総所得金額

等」という。）に第12条の所得割の保険料率を乗

じて算定する。 

２ 略 ２ 略 

  

（保険料の減額） （保険料の減額） 

第21条 次の各号に該当する納付義務者に対して

課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第９

条の３又は第13条の基礎賦課額からそれぞれ、当

該各号に定める額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が、54万円を超える場合には54万円）と

する。 

第21条 次の各号に該当する納付義務者に対して

課する保険料の賦課額のうち基礎賦課額は、第９

条の３又は第13条の基礎賦課額からそれぞれ、当

該各号に定める額を減額して得た額（当該減額し

て得た額が、54万円を超える場合には54万円）と

する。 

(１) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦課

期日後に保険料の納付義務が発生した場合に

はその発生した日とする。）現在においてその

世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属

者につき算定した地方税法第314条の２第１項

に規定する総所得金額（青色専従者給与額又は

事業専従者控除額については、同法第313条第

３項、第４項又は第５項の規定を適用せず、所

得税法（昭和40年法律第33号）第57条第１項、

第３項又は第４項の規定の例によらないもの

とし、山林所得金額並びに他の所得と区分して

計算される所得の金額（地方税法附則第33条の

２第５項に規定する上場株式等に係る配当所

得の金額（同法附則第35条の２の６第11項又は

第15項の規定の適用がある場合には、その適用

後の金額）、同法附則第33条の３第５項に規定

する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則

第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額、

同法附則第35条第５項に規定する短期譲渡所

得の金額、同法附則第35条の２第５項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得金額等の金額（同

法附則第35条の３第15項の規定の適用がある

場合には、その適用後の金額）、同法附則第35

条の２の２第５項に規定する上場株式等に係

る譲渡所得等の金額（同法附則第35条の２の６

第15項又は第35条の３第13項若しくは第15項

(１) 世帯主、当該年度の保険料賦課期日（賦課

期日後に保険料の納付義務が発生した場合に

はその発生した日とする。）現在においてその

世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属

者につき算定した地方税法第314条の２第１項

に規定する総所得金額（青色専従者給与額又は

事業専従者控除額については、同法第313条第

３項、第４項又は第５項の規定を適用せず、ま

た、所得税法（昭和40年法律第33号）第57条第

１項、第３項又は第４項の規定の例によらない

ものとし、山林所得金額並びに他の所得と区分

して計算される所得の金額（地方税法附則第33

条の２第５項に規定する上場株式等に係る配

当所得の金額、同法附則第33条の３第５項に規

定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附

則第34条第４項に規定する長期譲渡所得の金

額、同法附則第35条第５項に規定する短期譲渡

所得の金額、同法附則第35条の２第６項に規定

する株式等に係る譲渡所得等の金額（同法附則

第35条の２の６第11項若しくは第15項又は第

35条の３第11項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）、同法附則第35条の４第４

項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額

（同法附則第35条の４の２第７項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額）、租税

条約等実施特例法第３条の２の２第10項に規
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の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額）、同法附則第35条の４第４項に規定する先

物取引に係る雑所得等の金額（同法附則第35条

の４の２第７項の規定の適用がある場合には、

その適用後の金額）、外国居住者等の所得に対

する相互主義による所得税等の非課税等に関

する法律第８条第２項に規定する特例適用利

子等の額、同法第８条第４項に規定する特例適

用配当等の額、租税条約等実施特例法第３条の

２の２第10項に規定する条約適用利子等の額

及び同条第12項に規定する条約適用配当等の

額をいう。以下この項において同じ。）の算定

についても同様とする。以下同じ。）及び山林

所得金額並びに他の所得と区分して計算され

る所得の金額の合算額が、地方税法第314条の

２第２項に掲げる金額を超えない世帯に係る

保険料の納付義務者 

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者

のうち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均

等割額の算定の対象とされるものの数を乗じ

て得た額とイに掲げる額とを合算した額 

定する条約適用利子等の額及び同条第12項に

規定する条約適用配当等の額をいう。以下この

項において同じ。）の算定についても同様とす

る。以下同じ。）及び山林所得金額並びに他の

所得と区分して計算される所得の金額の合算

額が、地方税法第314条の２第２項に掲げる金

額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者 

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者

及び特定同一世帯所属者のうち当該年度分の

基礎賦課額の被保険者均等割額の算定の対象

とされるものの数を乗じて得た額とイに掲げ

る額とを合算した額 

ア及びイ 略 ア及びイ 略 

(２)及び(３) 略 (２)及び(３) 略 

２～４ 略 ２～４ 略 

  

 

第２条 倉吉市国民健康保険条例の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）を当該改正部分に対応する同表

の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

 

改正後 改正前 

  

（保険料の減額） （保険料の減額） 

第21条 略 第21条 略 

(１) 略 (１) 略 

(２) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金

額並びに他の所得と区分して計算される所得の

金額の合算額が、地方税法第314条の２第２項に

掲げる金額に27万円に当該年度の保険料賦課期

日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した場

合にはその発生した日とする。）現在において当

該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯所

属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した金

額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者で

あって前号に該当する者以外の者 

(２) 前号に規定する総所得金額及び山林所得金

額並びに他の所得と区分して計算される所得の

金額の合算額が、地方税法第314条の２第２項に

掲げる金額に265,000円に当該年度の保険料賦課

期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した

場合にはその発生した日とする。）現在において

当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯

所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した

金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者

であって前号に該当する者以外の者 

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者の

うち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割

額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た

額とイに掲げる額とを合算した額 

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者の

うち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割

額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た

額とイに掲げる額とを合算した額 

ア及びイ 略 ア及びイ 略 

(３) 第１号に規定する総所得金額及び山林所得

金額並びに他の所得と区分して計算される所得

(３) 第１号に規定する総所得金額及び山林所得

金額並びに他の所得と区分して計算される所得
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の金額の合算額が、地方税法第314条の２第２項

に掲げる金額に49万円に当該年度の保険料賦課

期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した

場合にはその発生した日とする。）現在において

当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯

所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した

金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者

であって前２号に該当する者以外の者 

の金額の合算額が、地方税法第314条の２第２項

に掲げる金額に48万円に当該年度の保険料賦課

期日（賦課期日後に保険料の納付義務が発生した

場合にはその発生した日とする。）現在において

当該世帯に属する被保険者の数と特定同一世帯

所属者の数の合計数を乗じて得た額を加算した

金額を超えない世帯に係る保険料の納付義務者

であって前２号に該当する者以外の者 

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者の

うち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割

額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た

額とイに掲げる額とを合算した額 

アに掲げる額に当該世帯に属する被保険者の

うち当該年度分の基礎賦課額の被保険者均等割

額の算定の対象とされるものの数を乗じて得た

額とイに掲げる額とを合算した額 

ア及びイ 略 ア及びイ 略 

２～４ 略 ２～４ 略 

  

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成29年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の倉吉市国民健康保険条例（以下「改正後の条例」という。）第10条及び第

21条の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料に

ついては、なお従前の例による。 

３ 第２条の規定による改正後の条例第21条の規定は、平成29年度以後の年度分の保険料について適用し、

平成28年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。 
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議案第４４号 

 

工事請負契約の締結についての議決の一部変更について 

 

平成２８年３月２４日市議会の議決を経て、平成２８年５月２５日に地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１８０条第１項の規定により契約金額の増額及び工事の期限の延長について専決処分を

行った大坪住宅建替（第２期Ｂ棟）建築主体工事に係る「工事請負契約の締結について」（平成２８年

議案第６２号）の一部を次のとおり変更することについて、同法第９６条第１項の規定により、本市

議会の議決を求める。 

 

平成２９年３月１３日提出 

 

倉吉市長 石田 耕太郎 

 

 

「工事請負契約の締結について」の 

６ 工事の期限 

「平成２９年３月２４日」を 

「平成２９年６月１０日」に改める。 
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請願第 １ 号

テロ等組織犯罪準備罪（共謀罪）の創設に反対する意見書提出について

１ 提 出 者 憲法改悪反対鳥取県共同センター

代表 鳥取県労連議長 田中 暁

２ 紹介議員 佐藤 博英

３ 受理年月日 平成２９年２月２８日

別紙のとおり請願書の提出があった。

平成２９年３月１３日

倉吉市議会議長 高 田 周 儀

追請1



追請2
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